
知的財産

中華人民共和国（ 「 中国」 ） における 商標

登録商標の使用と 保持

マーキング

現行の法律では商標登録者は、 中国内で使われている 登録さ れた商標を有す

る 商品、 も し く はこ れら の商品の宣伝のために、 ４ 文字の漢字「 注册商标」

（ 「 商標登録」 を意味する ） 、 （ 注） 、 も し く は®のシンボルを使う 権利が

あり ま す。 商標登録は登録さ れた商標の右上、 も し く は右下に表示さ れま す。

登録さ れた商標に手を加えて商標登録マーク を表示し て使用する こ と は多額

の罰金の対象と なり ます。

使用・ 不使用

商標は、 登録さ れた通り の形で最低三年に一回使用さ れなければなり ま せん。

使用と は、 商品も し く はサービス に実際に使われる こ と 、 宣伝、 展示、 ま た

は商用文書に使われる こ と をいいます。 不使用、 も し く は登録さ れた商標に

手を加えた形で使用する こ と は、 登録の抹消に繋がる 可能性があり ます。 現

行では、 中国商標局（ “ TMO”） は、 商業目的以外の宣伝を使用の実績と 認

めていません。
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商標ラ イ セ ン ス 規約

認可者は登録さ れた商標のラ イ センス を、 必要な商標ラ イ センス 規約に署名

し た日から 三ヶ 月以内に TMO に届出なければなり ません。 こ のラ イ センス

有効期間は商標登録の有効期間を超えてはなり ません。 も し も 実際のラ イ セ

ンス 期間が現行の商標登録の有効期限を超える 場合は、 商標登録の更新の際

に新たなラ イ センス 届出申請をする 必要があり ます。 私たちは届出手続き の

お手伝いをする こ と ができ ます。

登録後の 変更・ 譲渡

所有者の名前や住所、 も し く は譲渡など の方法によ る 所有者の変更があった

場合、 変更事項を TMO に登録する 事が義務付けら れていま す。 遵守し ない

と 、 TMO によ って該当する 商標の登録が抹消さ れる 可能性があり ま す。

This Publication has been prepared for 
clients and professional associates of 
Baker & McKenzie. Whilst every effort has 
been made to ensure accuracy, this 
Publication is not an exhaustive treatment 
of the area of law discussed and no 
responsibility for any loss occasioned to 
any person acting or refraining from action 
as a result of material in this Publication is 
accepted by Baker & McKenzie.
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